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   配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第２条の３第

１項及び第３項に基づく基本計画の策定について 
 
平素から、配偶者からの暴力の防止及び被害者支援に関する業務について、御

理解と御協力を賜り感謝申し上げます。 
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第２条の３第１項

及び第３項に基づく基本計画（以下、「基本計画」という。）については、現

在、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本

的な方針」（平成25年12月26日内閣府、国家公安委員会、法務省、厚生労働省

告示第１号）も踏まえ、策定いただいているものと承知しています。 
今般、「令和２年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和２年12月18日

閣議決定）において、基本計画について、「地方公共団体の判断により、関係

機関による協議会等における協議結果を計画の一部として活用することが可能

であること、政策的に関連の深い他の計画等と一体のものとして策定すること

が可能であること、地方公共団体がその実情に応じて計画の期間や変更時期を

判断することが可能であること」を整理しましたので、通知します。 
今後、基本計画を策定する際は、上記に御留意いただくとともに、各都道府

県におかれては、管内の市区町村にも周知いただきますよう、お願いいたしま

す。 
  



 令和２年の地方からの提案等に関する対応方針 

 

令和２年 12月 18日 

閣 議 決 定 

 

１ 基本的考え方 

  地方分権改革については、これまでの成果を基盤とし、地方の発意に根ざ

した新たな取組を推進することとして、平成 26年から地方分権改革に関す

る「提案募集方式」を導入した（「地方分権改革に関する提案募集の実施方

針」（平成 26年４月 30日地方分権改革推進本部決定））。 

  地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図

るための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマであ

る。 

  令和２年の取組としては、提案が出されて以降、これまで、地方分権改革

有識者会議、提案募集検討専門部会等で議論を重ねてきた。 

  今後は、「第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」」（令和元年 12月 20

日閣議決定）も踏まえ、以下のとおり、地方公共団体への事務・権限の移

譲、義務付け・枠付けの見直し等を推進する。 

（２～４ 略） 

 

５ 義務付け・枠付けの見直し等 

（略） 

【内閣府】 

（（１）～（５） 略） 

（６）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平 13年

31） 

  基本計画（２条の３第１項及び同条第３項）については、地方公共団体の

判断により、関係機関による協議会等における協議結果を計画の一部として

活用することが可能であること、政策的に関連の深い他の計画等と一体のも

のとして策定することが可能であること、地方公共団体がその実情に応じて

計画の期間や変更時期を判断することが可能であることを明確化し、地方公

共団体に令和２年度中に通知する。 

（後略） 

 

参考 


